生活機能からみる看護学　第1回
生活機能とは何か：ICFと看護の視点

1. ICF（国際生活機能分類）とは何か
ICF（International Classification of Functioning, Disability and Health）は、2001年に世界保健機関（WHO）が採択した分類体系である。ICFは「人が生きること」を包括的に記述するための共通言語として、医療・福祉・教育など多くの分野で活用されている。

（1）誕生の背景
それ以前のICIDH（1980年）では、疾患→機能障害→能力障害→社会的不利という「できないことへの着目」が中心であった。しかし、「人間は疾患があっても生活できる」「環境が整えば参加できる」という考え方のもと、ICFでは生活機能をポジティブに捉える視点に転換された。

（2）ICFの構造：6つの構成要素
	構成要素
	定　義
	具体例

	健康状態
	病気・傷害・加齢など
	慢性心不全、脳梗塞後遺症、高齢

	心身機能・構造
	身体・精神の機能
	呼吸機能、筋力、認知機能

	活　動
	個人レベルの行為遂行
	歩く、食べる、トイレに行く

	参　加
	社会・生活への関与
	仕事、趣味、地域活動への参加

	環境因子
	物的・人的・制度的環境
	段差の有無、家族のサポート、介護保険

	個人因子
	年齢・性別・習慣・価値観など
	「自分でやりたい」という意欲、生活歴



（3）構成要素の相互作用
ICFの最大の特徴は、これらの要素が「一方向の因果関係」ではなく「双方向の相互作用」として捉えられる点である。環境が変われば活動・参加も変わる。個人の意欲が心身機能に影響を与えることもある。

	【重要ポイント】ICFの相互作用
疾患があっても、環境や支援によって活動・参加が可能になる
「できないこと」だけでなく「できること」にも着目する
6要素すべてをアセスメントすることで、対象の生活全体が見えてくる








2. 生活機能とは何か
ICFにおける「生活機能（functioning）」とは、心身機能・構造・活動・参加を合わせた概念であり、「人が生きること」そのものを表す。生活機能は病気や障害の「有無」ではなく、その人がどのように生きているかを示す。

（1）生活機能と看護の関係
看護の対象は「疾患を持つ患者」ではなく「生活を営む人間」である。そのため、看護師は診断名・バイタルサインといった医学的情報だけでなく、その人の日常生活・役割・価値観を含めた生活全体を把握する必要がある。

【具体例】
70歳の田中さんは、慢性閉塞性肺疾患（COPD）により労作時に呼吸困難を生じている。医学的には「呼吸機能の低下」であるが、看護の視点で見ると…
活動：買い物に行けない、階段を上れない
参加：地域の老人会に出席できなくなった
環境：エレベーターのないアパートに住んでいる
個人：「人に迷惑をかけたくない」と支援を拒む傾向がある

このように生活機能の視点で捉えると、看護介入の方向性（在宅酸素の導入検討・環境調整・心理的サポート）が具体的に見えてくる。

3. 各構成要素の看護アセスメントへの活用
（1）健康状態
現在の疾患・傷害・加齢の状況を把握する。病名・病期・治療経過・合併症を確認する。「病気が生活機能にどう影響しているか」を問い続ける視点が重要である。

（2）心身機能・構造
フィジカルアセスメントの対象。呼吸・循環・栄養・排泄・筋力・認知機能など。本科目全体で学ぶ生理学的観察の基盤となる。

（3）活動
日常生活動作（ADL）・手段的ADL（IADL）を評価する。「医療者が行うとできる」（能力）と「実際にやっているか」（実行状況）の差を把握することが重要である。
能力：リハビリ室では歩けるが、病棟では歩いていない
実行状況：「できるはずなのに、していない」背景を探ることが看護の役割

（4）参加
社会的役割・趣味・人間関係への参加状況を確認する。入院によって「父親・母親としての役割」「地域での役割」が失われていないかにも着目する。

（5）環境因子
物的環境（段差・手すり・医療機器）、人的環境（家族・介護者・多職種チーム）、制度的環境（介護保険・訪問看護）を評価する。環境因子は促進因子にも阻害因子にもなる。
促進因子の例：家族が毎日面会に来てくれる→意欲が向上する
阻害因子の例：自宅に段差が多い→退院後の転倒リスクが高い

（6）個人因子
年齢・性別・生活歴・価値観・信念・対処スタイルなどを把握する。個人因子はICFでは分類されていないが、看護実践において最も重要な「その人らしさ」を構成する要素である。

4. 生活機能を軸とした統合的理解の意義
医療は臓器・疾患を中心に捉えがちであるが、看護は常に「生活の全体」を捉える視点を持つ。ICFの枠組みを使うことで、以下が可能になる。
(1) 医師・リハビリ・ソーシャルワーカーと「共通言語」で情報共有できる
(2) 入院中から退院後の生活を見据えた支援計画が立てられる
(3) 対象の強み（できること）を活かした看護計画が立案できる

	【看護師として大切にしたい視点】
「病気を治す」のではなく「その人の生活を支える」のが看護の本質である
ICFは「生きること全体」を見るための地図である
観察したデータをICFの枠組みで整理する習慣をつけることが重要である




















国家試験レベルの問題演習
問1
ICF（国際生活機能分類）において、「段差のない住環境」はどの構成要素に分類されるか。
① 心身機能
② 活　動
③ 参　加
④ 環境因子
⑤ 個人因子

問2
ICFが2001年にWHOに採択されたことで、従来のICIDHから変化した最も重要な点はどれか。
① 疾患を詳細に分類するようになった
② 障害を「個人の問題」として捉えるようになった
③ 生活機能をポジティブに捉え、環境との相互作用を重視するようになった
④ 医師のみが使用する分類体系となった
⑤ 精神疾患のみを対象とした分類体系となった

問3
脳梗塞後遺症により左片麻痺がある患者が、「理学療法士と行うリハビリでは歩けるが、病棟内では車椅子を使用している」場合、ICFのどの差を表しているか。
① 健康状態と参加の差
② 活動の「能力」と「実行状況」の差
③ 環境因子と個人因子の差
④ 心身機能と活動の差
⑤ 参加と環境因子の差

問4
ICFの「参加」に該当するものとして最も適切なのはどれか。
① 腎機能の低下
② 自力での食事摂取
③ 地域の老人会への出席
④ 自宅の廊下に手すりがある
⑤ 「人に頼りたくない」という価値観

問5
看護師がICFの枠組みを用いてアセスメントする目的として、最も適切なのはどれか。
① 疾患の診断を確定するため
② 投薬内容を決定するため
③ 対象の生活全体を統合的に把握し、看護計画立案に活かすため
④ リハビリテーションの回数を算定するため
⑤ 介護保険の要介護度を決定するため
事例演習

	【事例】Aさん（78歳、女性）
現病歴
6か月前に脳梗塞を発症し、左片麻痺・軽度の構音障害が残存している。現在は回復期リハビリテーション病棟に入院中（発症後4か月経過）。
生活背景
夫（80歳）と二人暮らし。自宅は2階建て（寝室は2階）。発症前は地域のコーラスサークルに毎週参加しており、「歌うことが生きがい」と話していた。
夫は高血圧の持病があり、Aさんへの介護負担への不安が強い。Aさんは構音障害によりうまく話せないことを恥ずかしいと感じており、「退院後はサークルには戻れない」と発言している。
現在の状況
PT・OT・STのリハビリを週5日実施中。歩行は監視レベル（短距離なら可）。食事は自力摂取可能（左手）。排泄は日中はトイレ誘導で可能だが、夜間は尿器を使用。



演習課題
以下の各問いについて、ICFの枠組みを用いてAさんをアセスメントしなさい。

課題①　ICFの6要素で整理する
下の表にAさんの情報をあてはめ、ICFの6つの構成要素ごとに整理しなさい。
	構成要素
	Aさんの情報
	看護の視点・コメント

	健康状態
	　

	　

	心身機能・構造
	　

	　

	活　動
	　

	　

	参　加
	　

	　

	環境因子
	　

	　

	個人因子
	　

	　



課題②　「能力」と「実行状況」の差を探る
Aさんの活動について、「能力（できること）」と「実行状況（実際にやっていること）」の差を具体的に挙げ、その差が生じている理由を考察しなさい。

課題③　促進因子と阻害因子を整理する
Aさんの環境因子・個人因子の中から、退院後の生活機能に対する「促進因子（プラスに働くもの）」と「阻害因子（マイナスに働くもの）」を整理しなさい。

課題④　看護として優先すべき課題を考える
ICFのアセスメント結果をもとに、Aさんの退院に向けた看護上の優先課題を1〜2つ挙げ、その根拠を述べなさい。

 グループワーク：発表と共有
各グループの考察を発表し、以下の点について全体で意見を共有する。
(1) それぞれのグループで挙げた「促進因子」「阻害因子」はどう違ったか
(2) ICFの枠組みを使うことで、何が見えるようになったか
(3) 今後の講義（呼吸・循環・栄養・排泄）との接続を意識する

	【本日の振り返りポイント】
ICFは6つの要素の「双方向の相互作用」で人の生活を捉える枠組みである
看護師は疾患だけでなく、活動・参加・環境・個人因子を総合的にアセスメントする
「できること（能力）」と「やっていること（実行状況）」の差に着目する
生活機能の視点は、呼吸・循環・栄養・排泄の各学習内容と統合されていく



